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１．「預かり保育時間数」の算定について

   ○　実際に園児を受け入れ、預かり保育を実施した時間を算定基礎としているか

２．「預かり保育担当教員」について

   ○　預かり保育担当教員は 幼稚園教諭免許 または 保育士資格 を有する者としているか

　 ○　預かり保育担当教員のカウントは1日の平均教員数としているか

３．「実施日数」について　（休業日、長期休業日にかかる補助を受けている場合のみ）

　 ○　年間の実施日数の【実績】が補助要件を満たしているか　

　　　　　　令和３年度　休業日の預かり保育実施日数 年間 日

　　　　　　令和３年度　長期休業日の預かり保育実施日数 年間 日

４．人件費支出について

５．管理経費支出について

　【誤った算定例】
　　・準備や片付け時間、バス送迎時間等、園児を預かっていない時間や預かり保育活動以外の時間を含めている
　　・切り上げ計算している　（正：　0～29分…0時間、30～59分…0.5時間）
　　・預かり保育の開設時間をそのまま算定基礎としている　（正：　日々の実際の預かり保育時間を算定基礎とすること）

令和３年度　大阪府私立幼稚園預かり保育事業補助金　セルフチェックリスト（実績報告時）

　【預かり保育担当教員のカウントの仕方】

　　例）  教育時間　　10:00～14:00　（4時間）
　　　　　早朝預かり保育　　7:00～10:00　（3時間）
　　　　　教育時間後の預かり保育　　14:00～19:00　（5時間）　　の場合、

　　　　　預かり保育を行っている時間　（合計8時間）のうち、
　　　　　　＊ 担当教員数が 1名 の時間 … 1時間
　　　　　　＊ 担当教員数が 2名 の時間 … 4時間
　　　　　　＊ 担当教員数が 3名 の時間 … 2時間
　　　　　　＊ 担当教員数が 4名 の時間 … 1時間
　　　　　となり、この場合、預かり保育担当教員数は
　　　　　（1時間×1名＋4時間×2名＋2時間×3名＋1時間×4名） ÷ 8時間（預かり時間数）
　　　　＝2.4名　⇒2名（四捨五入）　となります。

#N/A

 　○　預かり保育に係る経費のみを計上しているか

　　【実施日数にかかる補助要件】

長期休業日「30日以上」

休業日

長期休業日「15日以上」

：4～10月までに30日以上、年間40日以上　（1日8時間以上開園）

：4～10月までに15日以上、年間20日以上　（1日8時間以上開園）

：4～10月までに10日以上、年間20日以上　（1日8時間以上開園）

※8月に「通常保育日」または「休業日」の保育区分で預かり保育を実施した日数は、
　 補助金算定上は「長期休業日に含めます。

 　○　預かり保育担当教員が
　　　　その他補助金（経常費補助金等）の算定対象となっている場合、人件費は按分しているか

 　○　預かり保育担当教員が
　　　　預かり保育以外の業務に従事している場合、人件費は按分しているか


